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告 示

�������
�愛媛県告示第８９０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の名称を変更した旨の届出があった。

令和４年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８９１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の所在地を変更した旨の届出があった。

令和４年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８９２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並び

に松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和４年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８８９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和４年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広
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名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

うめもとクリニック 松山市南梅本町甲１２７１番
地 医療法人三全会 松山市南梅本町甲１２７１番

地
理事長
山 下 泰 治 精神通院医療 令和４年

８月１日

アイン薬局金生町店 四国中央市金生町下分１２
４９－１

株式会社西日本ファーマ
シー

高松市宮脇町１丁目５番
１７号

代表取締役
武 田 輝 美

精神通院医療（薬
局）

令和４年
８月１日

名 称
担当する医療の種類 変 更

年月日
変 更 前 変 更 後

まいぺーす 訪問看護ステーショ
ン まいぺーす 精神通院医療 令和４年

７月２６日

名 称
所 在 地 担当する医療の

種類
変 更
年月日変 更 前 変 更 後

木屋薬局 八幡浜市１５２６番
地

八幡浜市大黒町
一丁目１５２６－８２精神通院医療

令和４年
４月２９日

訪問看護ステー
ションともの家

松山市溝辺町甲
９４

松山市溝辺町甲
５６２番地１ 精神通院医療 令和４年

７月４日

毎週（火・金）曜日発行 第３３５号 令和４年８月２３日

令和４年８月２３日火曜日 第３３５号
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１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグストアモリ古三津店

松山市古三津二丁目１２１０番 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社ドラッグストアモリ

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

代表取締役 森 竜馬

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ドラッグストアモリ

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１

代表取締役 森 竜馬

� 大規模小売店舗の新設をする日

令和５年４月９日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，５７６平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

６８台

イ 駐輪場の収容台数

１５台

ウ 荷さばき施設の面積

５０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

７．４４立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

２４時間

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場№１

２４時間

駐車場№２

午前６時から午後１０時まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

４箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

令和４年８月８日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振

興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦

覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第８９３号
令和４年８月１日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和４年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

大 北 俊 明 愛媛県東温市 愛媛県東温市田窪字
大坪１１２３番 １，４８６

高 市 和 博 愛媛県東温市
愛媛県東温市上村字
垣ノ内甲８８０番１ほ
か５筆

４，３０４

吉 金 正 晃 愛媛県松山市 愛媛県東温市則之内
字上徳吉甲２５番１ ８３５

２ 認可年月日

令和４年８月１０日

�������
�愛媛県告示第８９４号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１２

条第２項の規定により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和４年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８９５号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所及び町

役場において縦覧に供する。

令和４年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

本組Ｂ－１地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱９号までを順次

結んだ線及び標柱９号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和１０
年９月
１５日

愛媛県
第１２２４
号

混合石
灰肥料

くみあ
い粒状
土壌改
良用混
合石灰
２０

アルカ
リ分
４５．０
く溶性
苦土
１０．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

大日本ドロマイ
ト鉱業株式会社
愛媛県西予市城
川町田穂１４５６番
地２
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市 町 字 地 番 標 柱

上浮穴郡�万高原町 東明神 甲７２６番２ １号

甲６９８番６ ２号、７号、８号

甲６９８番１ ３号、４号、５号、６号

甲７２５番１ ９号

本組Ｂ－２地区

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱８号までを順次

結んだ線及び標柱８号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

上浮穴郡�万高原町 東明神 甲６９７番１ １号、２号、８号

甲６９８番１ ３号、４号、５号、６号

甲６９６番３ ７号

�愛媛県告示第８９６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和４年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８９７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和４年８月２３日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第８９８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和４年８月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２）第９８４７号 令和２年
７月３日 ㈱松山総合防災 山下 幸男 松山市北土居４－２１－１１ 令和４年

７月１日 消防施設工事業 建設業の廃止

（般－２９）第１０７０３号 平成２９年
１２月９日 ㈲大菱産業 辻田 博宣 松山市溝辺町甲４２２－６ 令和４年

７月１２日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２９）第１２７６２号 平成２９年
８月３日 ㈲浅海鉄工所 浅海 広幸 松山市北吉田町１３６８ 令和４年

７月１２日 鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－２９）第１０５９４号 平成２９年
８月２日 大谷左官 大谷 哲也 松山市東野６－３－１６ 令和４年

７月１３日 左官工事業 建設業の廃止

（般－１）第１８２９１号 令和元年
６月１２日 マル建装 石丸 晃 松山市福角町甲５８６－１ 令和４年

７月１９日 内装仕上工事業 建設業の廃止

（般－３０）第３３２１号 平成３１年
３月１７日 ㈱白石工務店 白石 裕英 松山市南梅本町１０９９－６ 令和４年

７月２１日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２）第１３１７３号 令和２年
８月２９日 ㈲古野建工 古野 伸吉 松山市下伊台町５０５－２ 令和４年

７月２５日 内装仕上工事業 建設業の廃止
（一部）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第１６号

令和４年８月１２日
伊予郡松前町大字横田字蓼原３７３番９

松山市東一万町３番地

ライオンズマンション東一万８０３号

宮 井 裕 介

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般・特－２９）第２９３１号 平成２９年
８月２９日 ㈱谷平組 谷平 忠義 南宇和郡愛南町城辺甲５９

８
令和４年
７月８日

土木工事業
とび・土工工事業
管工事業、造園工事業
水道施設工事業
解体工事業

建設業の廃止

（般－２９）第１０６５９号 平成２９年
１０月６日 イズミ電機㈲ 竹内 和郎 西予市三瓶町二及１－３１

８
令和４年
７月２１日 電気工事業 建設業の廃止
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教育委員会規則

�愛媛県教育委員会規則第７号
愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年８月２３日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県教育職員の免許に関する規則（昭和３７年愛媛県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第５条関係）

省略

４ 高等学校教諭普通免許状

別表第１（第５条関係）

省略

４ 高等学校教諭普通免許状

省略 省略

備考１～４ 省略

５ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教

育相談等に関する科目の単位の修得方法は、総合的な探究

の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技

術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法、生徒指

導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関する基

礎的な知識を含む。）の理論及び方法並びに進路指導及び

キャリア教育の理論及び方法のうち１以上の事項を含む科

目について修得するものとする。

別表第２（第５条関係）

省略

２ 高等学校教諭普通免許状

備考１～４ 省略

５ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教

育相談等に関する科目の単位の修得方法は、総合的な学習

の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技

術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法、生徒指

導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関する基

礎的な知識を含む。）の理論及び方法並びに進路指導及び

キャリア教育の理論及び方法のうち１以上の事項を含む科

目について修得するものとする。

別表第２（第５条関係）

省略

２ 高等学校教諭普通免許状

省略 省略

備考１～３ 省略

４ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教

育相談等に関する科目の単位の修得方法は、総合的な探究

の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技

術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法、生徒指

導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関する基

礎的な知識を含む。）の理論及び方法並びに進路指導及び

キャリア教育の理論及び方法のうち１以上の事項を含む科

目について修得するものとする。

別表第３（第５条関係）

省略

備考１～３ 省略

４ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教

育相談等に関する科目の単位の修得方法は、総合的な学習

の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技

術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法、生徒指

導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関する基

礎的な知識を含む。）の理論及び方法並びに進路指導及び

キャリア教育の理論及び方法のうち１以上の事項を含む科

目について修得するものとする。

別表第３（第５条関係）

省略

省略 省略

備考１～４ 省略

５ 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育

相談等に関する科目の単位の修得方法は、道徳、総合的な

学習の時間及び総合的な探究の時間並びに特別活動に関す

る内容、教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を

含む。）、生徒指導の理論及び方法並びに教育相談（カウ

ンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方

法のうち１以上の事項を含む科目について修得するものと

する。

６ 省略

備考１～４ 省略

５ 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育

相談等に関する科目の単位の修得方法は、道徳、総合的な

学習の時間及び 特別活動に関す

る内容、教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を

含む。）、生徒指導の理論及び方法並びに教育相談（カウ

ンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方

法のうち１以上の事項を含む科目について修得するものと

する。

６ 省略
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この規則は、公布の日から施行する。

別表第４（第５条関係）

省略

別表第４（第５条関係）

省略

省略 省略

備考１～３ 省略

４ 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育

相談等に関する科目の単位の修得方法は、道徳、総合的な

学習の時間及び総合的な探究の時間並びに特別活動に関す

る内容、教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を

含む。）、生徒指導の理論及び方法並びに教育相談（カウ

ンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方

法のうち１以上の事項を含む科目について修得するものと

する。

別表第７（第５条関係）

省略

２ 高等学校教諭普通免許状

備考１～３ 省略

４ 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育

相談等に関する科目の単位の修得方法は、道徳、総合的な

学習の時間及び 特別活動に関す

る内容、教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を

含む。）、生徒指導の理論及び方法並びに教育相談（カウ

ンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方

法のうち１以上の事項を含む科目について修得するものと

する。

別表第７（第５条関係）

省略

２ 高等学校教諭普通免許状

省略 省略

備考１～３ 省略

４ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教

育相談等に関する科目の単位の修得方法は、総合的な探究

の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技

術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法、生徒指

導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関する基

礎的な知識を含む。）の理論及び方法並びに進路指導及び

キャリア教育の理論及び方法のうち１以上の事項を含む科

目について修得するものとする。

別表第８（第５条関係）

省略

備考１～３ 省略

４ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教

育相談等に関する科目の単位の修得方法は、総合的な学習

の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技

術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法、生徒指

導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関する基

礎的な知識を含む。）の理論及び方法並びに進路指導及び

キャリア教育の理論及び方法のうち１以上の事項を含む科

目について修得するものとする。

別表第８（第５条関係）

省略

省略 省略

備考１～３ 省略

４ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教

育相談等に関する科目の単位の修得方法は、総合的な探究

の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技

術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法、生徒指

導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関する基

礎的な知識を含む。）の理論及び方法並びに進路指導及び

キャリア教育の理論及び方法のうち１以上の事項を含む科

目について修得するものとする。

備考１～３ 省略

４ 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教

育相談等に関する科目の単位の修得方法は、総合的な学習

の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技

術、情報通信技術を活用した教育の理論及び方法、生徒指

導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関する基

礎的な知識を含む。）の理論及び方法並びに進路指導及び

キャリア教育の理論及び方法のうち１以上の事項を含む科

目について修得するものとする。

令和４年８月２３日 発行


